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は
じ
め
に

一
般
に
財
政
は
国
家
の
経
済
活
動
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
場
合
に
、
国
家
主
権
を
権
力
的
基
礎
に
し
た
経
済
活
動
で
あ
る
こ
と
は
当

然
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
低
開
発
国
の
場
合
に
は
第
二
次
大
戦
前
ま
で
は
植
民
地
支
配
の
下
で
、
国
家
主
権
の
独
立
性
が

確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
国
の
歳
入
歳
出
を
経
理
す
る
財
政
活
動
は
行
わ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
自

国
の
主
権
確
立
の
物
質
的
基
礎
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
な
い
。
第
二
次
大
戦
後
政
論
的
独
立
を
達
成
し
た
国
で
は
、
一
般
的
に
は

財
政
自
主
権
も
独
立
に
と
も
な
っ
て
与
え
ら
れ
る
が
、
政
論
的
独
立
と
財
政
自
主
権
の
確
立
は
同
義
的
に
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

植
民
地
支
配
の
も
と
で
す
で
に
財
政
自
主
権
の
獲
得
は
民
族
独
立
運
動
な
い
し
反
帝
闘
争
の
一
つ
の
柱
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
低
開
発
国
に
お
け
る
財
政
自
主
権
の
確
立
過
程
を
低
開
発
国
財
政
史
の
重
要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
把
え
、
こ
れ
を
イ
ン

ド
財
政
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
紙
面
の
都
合
上
、
こ
こ
で
は
歴
史
的
経
過
の
素
描
に
と
ど
め
る
。
と
く

に
重
点
を
政
治
的
独
立
が
達
成
さ
れ
る
直
前
の
第
二
次
大
戦
時
の
戦
時
財
政
に
お
き
、
財
政
自
主
権
の
確
立
過
程
に
お
い
て
戦
時
財
政

が
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
を
考
察
し
よ
う
と
思
う
。

低
開
発
国
に
お
け
る
財
政
自
主
権
の
確
立
過
程

ｌ
イ
ン
ド
財
政
を
例
と
し
て
Ｉ
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イ
ン
ド
で
は
一
七
六
五
年
の
東
イ
ン
ド
会
社
に
よ
る
租
税
徴
収
権
の
獲
得
を
も
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
か
始
ま
り
、
一
八
五
八
年
の

イ
ン
ド
統
沽
法
に
よ
り
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
直
接
統
治
下
に
入
っ
た
。
そ
の
間
イ
ン
ド
国
内
で
は
、
地
租
改
定
に
よ
る
私
的
土
地
所
有
の

確
立
と
地
租
の
金
納
化
、
人
頭
税
の
廃
止
、
領
内
通
過
税
・
領
内
設
置
の
市
場
に
対
す
る
課
税
の
廃
止
、
通
貨
の
統
一
、
東
イ
ン
ド
会

社
の
貿
易
独
占
権
の
廃
棄
な
ど
旧
制
度
の
改
革
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
に
近
代
的
財
政
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
し
か
し

こ
の
改
革
を
通
じ
て
イ
ン
ド
国
内
の
資
本
主
義
の
発
展
を
お
し
進
め
る
よ
う
な
財
政
機
構
が
国
内
の
政
治
権
力
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た

の
で
は
な
い
。
近
代
的
財
政
制
度
は
イ
ギ
リ
ス
産
業
資
本
の
た
め
の
植
民
地
市
場
の
基
礎
的
諸
条
件
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
イ
ギ

リ
ス
資
本
に
よ
る
植
民
地
支
配
を
制
度
的
に
確
立
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
改
革
で
中
央
集
権
化
さ
れ
た
財
政
権
は
、
一
八
五

三
年
の
特
許
条
令
に
よ
り
総
督
の
手
に
掌
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
本
国
で
は
イ
ン
ド
大
臣
が
新
設
さ
れ
た
。
こ
の
イ
ギ
リ
ス
本
国
イ

ン
ド
担
当
大
臣
が
「
イ
ン
ド
の
歳
入
お
よ
び
歳
出
に
関
係
あ
る
一
切
の
事
項
を
監
督
お
よ
び
支
配
す
る
」
最
高
機
関
と
な
っ
た
。
こ
の

骨
格
は
、
後
の
一
九
一
九
年
の
統
沿
法
改
正
に
お
い
て
も
、
一
九
三
七
年
の
新
統
治
法
で
も
基
本
的
に
う
け
つ
が
れ
て
い
る
．

植
民
地
的
財
政
機
構
の
も
と
で
は
、
イ
ン
ド
は
自
国
の
利
益
を
財
政
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
植
民
地
財
政
の
運
営
は
、

ま
ず
イ
ギ
リ
ス
資
本
の
経
済
活
動
お
よ
び
そ
の
取
扱
う
商
品
に
課
税
上
の
治
外
法
権
を
与
え
る
こ
と
、
イ
ン
ド
の
対
外
支
払
能
力
を
確

保
す
る
た
め
貿
易
収
支
の
黒
字
を
維
持
す
る
こ
と
、
現
地
通
貨
の
価
値
を
安
定
さ
せ
て
お
く
こ
と
を
前
提
条
件
と
し
て
い
た
。
そ
し
て

徴
収
、
予
算
一

ら
れ
た
。
｝
苣

義
的
と
な
る
。

Ｉ
植
民
地
下
イ
ン
ド
の
財
政
構
造

帝
国
主
義
国
の
械
民
地
支
配
は
植
民
地
の
財
政
権
掌
握
を
重
要
な
柱
と
し
て
い
た
。
諸
列
強
は
杣
民
地
支
配
体
制
を
確
立
す
る
過
程

で
、
被
支
配
国
政
府
か
ら
財
政
権
を
完
全
に
と
り
上
げ
た
。
財
政
権
の
な
か
で
も
中
心
を
な
す
も
の
は
、
関
税
制
度
の
決
定
、
租
税
の

徴
収
、
予
算
の
編
成
、
通
貨
の
発
行
に
関
す
る
権
限
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
権
限
は
す
べ
て
本
国
が
掌
握
す
る
財
政
機
構
が
作
り
上
げ

ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、
柚
民
地
に
お
い
て
は
財
政
と
自
国
経
済
と
の
有
機
的
関
連
は
た
ち
切
ら
れ
、
財
政
政
策
は
本
国
の
利
益
が
第
一
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こ
の
条
件
を
み
た
す
財
政
政
策
は
、
財
政
規
模
の
抑
制
と
均
衡
財
政
あ
る
い
は
超
均
衡
財
政
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
産
業
資
本
の
確
立

し
て
い
な
い
段
階
で
財
政
自
由
主
義
の
思
想
が
輸
入
さ
れ
、
安
価
な
政
府
が
基
調
と
さ
れ
た
。

植
民
地
下
の
財
政
構
造
を
歳
入
と
歳
出
の
両
面
か
ら
見
て
ゆ
く
と
、
ま
ず
歳
入
の
中
心
と
な
る
課
税
権
が
イ
ギ
リ
ス
本
国
に
握
ら
れ

て
い
る
の
で
国
内
所
得
を
十
分
に
捕
捉
で
き
な
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
所
得
税
は
一
八
六
○
年
に
新
設
（
途
中
で
中
止
さ
れ
八
六
年

か
ら
再
設
）
さ
れ
た
が
、
こ
の
所
得
税
は
農
業
所
得
を
課
税
対
象
か
ら
は
ず
し
、
外
人
所
得
（
国
外
に
支
払
わ
れ
る
恩
給
、
ポ
ン
ド
公

債
利
子
、
外
人
事
業
所
の
利
潤
等
）
を
免
税
と
し
て
い
た
か
ら
、
所
得
税
収
入
は
主
要
な
財
源
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
関
税
収
入
も
イ

ギ
リ
ス
商
品
の
イ
ン
ド
市
場
へ
の
輸
出
を
有
利
に
す
る
た
め
、
関
税
率
は
低
く
押
え
ら
れ
、
一
九
一
○
年
代
ま
で
は
関
税
収
入
は
全
収

入
の
五
％
に
満
た
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
主
要
な
税
源
は
封
建
的
貢
租
を
継
承
し
た
地
税
を
主
と
し
、
塩
税
・
阿
片
税
・
内
国
消
費

税
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
。
他
方
、
経
常
支
出
は
い
か
に
国
内
的
要
因
か
ら
の
財
政
需
要
が
大
き
く
て
も
、
上
述
の
よ
う
な
限
ら
れ
た
経

常
収
入
の
範
囲
内
に
お
さ
え
る
政
策
が
と
ら
れ
た
。
財
政
赤
字
に
よ
る
通
貨
価
値
の
変
動
、
貿
易
収
支
の
悪
化
が
最
も
警
戒
さ
れ
た
か

ら
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
通
常
会
計
で
は
均
衡
財
政
の
原
則
は
第
一
次
大
戦
時
ま
で
支
配
し
て
い
た
。
大
戦
時
に
は
戦
費
負
担
の
た
め
赤

字
財
政
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
戦
後
は
再
び
均
衡
財
政
に
も
ど
っ
た
。
か
く
て
経
費
増
大
の
テ
ン
ポ
は
緩
慢
で
あ
り
、
中
央
・
地
方

リ
ー

を
通
ず
る
財
政
支
出
合
計
額
は
一
八
五
八
年
か
ら
一
九
三
八
年
の
八
○
年
間
に
四
倍
に
拡
大
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

支
出
抑
制
政
策
に
よ
り
公
共
投
資
は
全
体
と
し
て
は
お
さ
え
ら
れ
た
が
、
植
民
政
策
上
必
要
な
も
の
、
あ
る
い
は
イ
ギ
リ
ス
資
本
の

投
資
対
象
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
事
業
公
債
を
財
源
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。
通
常
会
計
の
均
衡
原
則
と
は
対
照
的
に
事
業
公
債
は

イ
ギ
リ
ス
資
本
の
投
資
対
象
と
な
り
、
い
く
ら
経
常
収
支
を
均
衡
さ
せ
て
も
、
イ
ン
ド
財
政
の
対
英
債
務
は
増
大
す
る
こ
と
に
な
る
。

公
共
投
資
の
な
か
で
最
も
大
き
い
も
の
は
鉄
道
建
設
で
あ
る
。
鉄
道
建
設
は
第
一
に
は
イ
ギ
リ
ス
資
本
の
た
め
の
杣
民
地
市
場
の
拡

大
、
第
二
に
は
植
民
地
の
拡
張
と
国
内
鎮
圧
の
手
段
と
し
て
、
第
三
に
は
投
資
対
象
と
し
て
、
一
八
六
九
年
か
ら
着
手
さ
れ
、
そ
の
財

源
を
ロ
ン
ド
ン
市
場
で
の
公
債
募
集
に
依
存
し
た
。
鉄
道
公
債
は
と
く
に
二
○
世
紀
に
入
る
と
ロ
ン
ド
ン
市
場
で
人
気
が
高
く
な
っ
た
。
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Ⅲ
第
一
次
大
戦
後
の
植
民
地
財
政
の
変
化

第
一
次
大
戦
時
に
は
イ
ン
ド
の
植
民
地
的
財
政
負
担
は
頂
点
に
達
し
た
。
軍
事
費
の
財
政
負
担
に
つ
い
て
は
次
節
で
述
べ
る
が
、
大

戦
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
の
公
債
は
累
積
し
、
財
政
状
態
は
窮
迫
し
た
。
し
か
し
大
戦
後
、
世
界
資
本
主
義
は
全
般
的
危
機
の
段
階
に
入
り

植
民
地
・
半
植
民
地
に
お
い
て
は
労
働
運
動
と
民
族
独
立
運
動
が
高
ま
っ
て
ゆ
く
。
イ
ン
ド
で
は
大
戦
を
契
機
に
し
て
資
本
主
義
は
綿

業
・
鉄
鋼
業
の
分
野
で
発
展
し
は
じ
め
た
。
も
ち
ろ
ん
イ
ン
ド
に
お
け
る
資
本
主
義
は
国
家
権
力
に
よ
る
産
業
保
護
政
策
を
全
く
欠
く

と
い
う
条
件
の
な
か
で
、
き
わ
め
て
小
規
模
で
停
滞
的
な
も
の
に
し
か
な
り
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
大
戦
時
の
価
格
騰
貴
に
よ
る
ブ
ー

こ
れ
は
民
族
運
動
の
激
化
に
伴
い
私
的
投
資
よ
り
も
財
政
力
を
担
保
に
し
た
公
債
へ
の
投
資
が
選
ば
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
農
業
生
産
に
必
要
な
灌
概
事
業
は
当
初
か
ら
不
生
産
的
事
業
と
み
な
さ
れ
、
イ
ン
ド
政
府
の
借
款
は
拒
否
さ
れ
た
。
イ
ン
ド
財
政
に

と
っ
て
は
水
利
費
収
入
・
地
税
収
入
の
増
収
が
期
待
さ
れ
る
の
で
、
欠
損
つ
づ
き
の
鉄
道
よ
り
も
瀧
概
事
業
の
方
が
ひ
き
合
う
投
資
で

あ
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
選
択
が
優
先
し
、
鉄
道
事
業
が
第
一
に
と
り
上
げ
ら
れ
た
。

か
く
し
て
、
イ
ン
ド
の
政
府
事
業
は
イ
ギ
リ
ス
資
本
の
投
資
対
象
と
な
っ
た
た
め
、
イ
ン
ド
財
政
に
と
っ
て
公
債
費
は
最
大
の
負
担

と
な
っ
た
。
こ
の
公
債
費
（
ポ
ン
ド
公
債
）
の
支
払
を
は
じ
め
イ
ン
ド
政
府
が
イ
ギ
リ
ス
本
国
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
経
費
は
本
国
費

室
。
ョ
の
。
言
墨
の
）
と
呼
ば
れ
た
。
本
国
費
は
経
費
の
あ
ら
ゆ
る
項
目
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
主
な
も
の
は
生
産
公
債
費
（
公
共
事
業

公
債
利
子
）
、
鉄
道
経
費
（
大
部
分
は
公
債
利
子
）
、
軍
事
費
、
行
政
費
、
雑
費
（
退
職
イ
ギ
リ
ス
人
の
恩
給
等
）
等
で
あ
っ
た
。
こ
の
本

国
費
は
公
債
が
累
積
し
た
一
九
三
六
年
に
は
イ
ン
ド
経
常
経
費
の
約
二
八
％
を
占
め
て
い
た
。
し
か
も
本
国
費
は
イ
ン
ド
予
算
の
編
成

と
は
無
関
係
に
イ
ギ
リ
ス
本
国
で
ポ
ン
ド
建
て
を
も
っ
て
編
成
さ
れ
る
既
定
費
で
あ
り
、
イ
ン
ド
政
府
が
否
応
な
く
支
出
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
も
の
で
あ
っ
た
・
ま
さ
に
イ
ン
ド
財
政
は
本
国
費
支
払
を
保
障
す
る
た
め
に
運
営
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
く
、
イ
ン
ド
は
国
内
経
費
を

切
り
つ
め
て
、
そ
の
富
を
こ
の
よ
う
な
財
政
的
手
段
を
通
じ
て
イ
ギ
リ
ス
本
国
に
流
出
さ
せ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
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財
政
自
主
権
と
く
に
関
税
自
主
権
の
要
求
は
、
す
で
に
第
一
次
ス
ワ
ラ
ー
ジ
運
動
（
一
九
○
五
年
か
ら
開
始
）
の
中
で
強
く
打
ち
出

さ
れ
て
い
る
。
第
一
次
大
戦
時
に
は
イ
ン
ド
政
府
は
財
政
の
窮
迫
を
関
税
の
引
上
げ
や
新
税
と
く
に
所
得
税
の
増
税
に
よ
っ
て
切
り
ぬ

け
よ
う
と
し
て
旧
来
の
租
税
制
度
の
改
正
に
着
手
し
た
。
こ
の
場
合
、
こ
れ
ま
で
治
外
法
権
視
さ
れ
て
い
た
本
国
資
本
・
商
品
へ
の
課

税
が
、
税
源
拡
大
の
面
か
ら
必
要
と
な
っ
て
来
た
。
民
族
運
動
の
側
で
は
こ
の
問
題
を
財
政
自
主
権
の
回
復
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え

て
、
植
民
地
的
税
制
の
改
正
を
要
求
し
は
じ
め
た
。

イ
ン
ド
の
一
九
一
九
年
新
統
論
法
に
は
じ
ま
る
財
政
改
革
は
、
柿
民
地
制
度
の
も
と
で
部
分
的
に
地
方
自
治
制
を
承
認
し
て
、
中
央

の
権
限
の
一
部
を
州
に
委
譲
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
教
育
、
保
健
衛
生
、
土
木
お
よ
び
産
業
奨
励
な
ど
の
民
政
的

行
政
を
州
自
治
に
委
ね
る
移
譲
事
項
と
し
、
こ
れ
に
伴
い
は
じ
め
て
中
央
と
州
の
財
政
が
分
離
さ
れ
た
。
州
財
政
は
地
租
、
水
利
費
、

消
費
税
、
登
録
税
等
を
財
源
と
し
て
持
つ
こ
と
に
な
り
、
産
業
助
成
、
社
会
政
策
、
教
育
、
公
共
土
木
事
業
を
ま
か
な
う
も
の
と
さ
れ

た
。
ま
た
灌
概
事
業
も
州
の
事
業
と
な
り
、
公
債
を
財
源
と
な
し
う
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
改
革
は
一
方
で
は
民
族
運
動
の
昂
揚
を

緩
和
す
る
た
め
制
限
的
に
自
沽
を
与
え
る
反
面
、
国
内
開
発
の
担
当
責
任
を
中
央
政
府
か
ら
州
に
転
嫁
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

州
は
僅
少
の
財
源
で
過
大
の
事
業
を
お
し
つ
け
ら
れ
、
財
政
的
困
難
が
州
に
し
わ
よ
せ
さ
れ
る
形
と
な
っ
た
。
大
戦
後
の
国
内
の
経
済

的
不
安
か
ら
第
二
次
ス
ワ
ラ
ー
ジ
運
動
が
起
っ
た
が
、
こ
の
と
き
再
び
与
え
ら
れ
た
財
政
自
治
が
き
わ
め
て
制
限
的
で
か
え
っ
て
州
財

政
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
新
た
な
財
政
改
革
を
要
求
し
た
。
運
動
は
激
し
い
反
英
抗
争
に
発
展
し
た
た
め
、
イ
ギ
リ
ス

は
さ
ら
に
譲
歩
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
一
九
三
五
年
の
統
治
法
に
よ
っ
て
連
邦
制
の
樹
立
、
州
の
全
面
的
自
治
制
、
州
お
よ
び
連
邦
に

お
け
る
責
任
政
治
が
規
定
さ
れ
、
財
政
面
で
も
地
方
自
沿
を
裏
打
ち
す
る
た
め
、
中
央
か
ら
州
へ
の
税
源
お
よ
び
税
収
入
の
付
与
が
行

せ
た
。
こ
う
し
た
資
一

力
高
ま
っ
て
行
っ
た
。

丁
。 ム
に
よ
り
急
激
な
資
本
蓄
積
が
行
わ
れ
、
大
戦
後
に
は
イ
ン
ド
は
世
界
第
八
位
の
工
業
国
と
い
わ
れ
る
ま
で
に
国
内
産
業
を
発
展
さ

せ
た
。
こ
う
し
た
資
本
主
義
の
一
定
の
発
展
を
背
景
に
民
族
独
立
運
動
が
昂
揚
し
、
こ
の
流
れ
の
な
か
で
、
財
政
自
主
権
獲
得
の
要
求



－41－

Ⅲ
両
大
戦
間
の
軍
事
費
と
英
印
財
政
協
定

①
第
一
次
大
戦
以
降
の
軍
事
費
負
担

国
家
主
権
と
最
も
密
接
に
か
か
わ
り
の
あ
る
軍
事
費
に
つ
い
て
も
、
そ
の
負
担
を
め
ぐ
っ
て
第
一
次
大
戦
以
降
イ
ン
ド
の
自
主
性
が

主
張
さ
れ
て
ゆ
く
。
以
下
両
大
戦
間
の
軍
事
費
問
題
を
と
り
上
げ
た
い
。

イ
ン
ド
が
国
力
に
比
し
つ
ね
に
過
大
な
軍
事
費
を
負
担
し
て
い
た
の
は
、
イ
ン
ド
軍
の
植
民
地
的
性
格
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
イ

ン
ド
軍
は
自
国
の
防
衛
、
治
安
の
維
持
を
主
要
な
任
務
と
し
た
軍
隊
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
総
兵
力
の
一
部
を
構
成
し
、
と
く

に
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
戦
争
に
動
員
さ
れ
た
。
一
九
世
紀
中
葉
か
ら
第
一
次
大
戦
に
至
る
時
期
に
イ
ギ
リ
ス
は
イ
ン
ド
軍
を
近
隣
諸
国

侵
略
の
た
め
に
使
用
し
、
そ
の
た
め
イ
ン
ド
軍
は
イ
ギ
リ
ス
本
国
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
国
外
に
し
ば
し
ば
動
員
さ
れ
た
。
し
か
も
そ
の
戦

費
の
大
部
分
が
イ
ン
ド
の
歳
入
あ
る
い
は
公
債
を
も
っ
て
ま
か
な
わ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
植
民
地
的
軍
事
費
負
担
は
第
一
次
大
戦
の
時
に
最
も
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
た
。
イ
ン
ド
の
国
内
法
ｌ
ぎ
ぐ
の
昌
冒
の
昌
旦

わ
れ
た
。
こ
う
し
て
州
の
段
階
で
財
政
自
主
権
は
形
式
的
に
は
せ
よ
、
次
第
に
獲
得
さ
れ
て
い
っ
た
。
も
っ
と
も
中
央
財
政
を
本
国
の

掌
握
下
に
お
き
主
要
収
入
源
を
こ
こ
に
集
中
し
、
財
政
力
の
弱
い
州
で
民
需
を
ま
か
な
う
方
針
は
こ
の
時
も
貫
か
れ
た
。

関
税
政
策
に
つ
い
て
も
、
第
一
次
大
戦
後
に
保
護
関
税
の
要
求
が
高
ま
っ
た
。
従
来
イ
ギ
リ
ス
は
関
税
率
の
決
定
権
を
も
ち
、
イ
ン

ド
国
内
産
業
を
保
護
す
る
関
税
を
採
用
せ
ず
、
第
一
次
大
戦
時
の
関
税
引
上
げ
も
財
政
的
理
由
か
ら
の
収
入
関
税
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド

資
本
の
成
長
に
つ
れ
て
一
九
世
紀
末
か
ら
保
護
関
税
の
要
求
が
あ
が
っ
て
い
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
は
承
認
し
な
か
っ
た
。
こ
の
要
求
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
の
は
一
九
一
九
年
の
財
政
改
革
以
後
で
あ
る
。
一
九
一
二
年
か
ら
設
置
さ
れ
た
財
政
委
員
会
は
、
保
護
関
税
採
用
に
関

す
る
審
議
機
関
の
設
置
を
提
案
し
、
そ
れ
に
基
い
て
二
三
年
に
関
税
委
員
会
、
二
四
年
に
イ
ン
ド
関
税
法
お
よ
び
製
鋼
業
法
が
成
立
、

こ
れ
に
よ
り
特
定
産
業
が
対
象
に
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
は
じ
め
て
保
護
関
税
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
酌
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第1表インドの軍事費（1913-1938）

（単位:10万ルピー）

一
己
雷
シ
９
１
で
は
イ
ン
ド
の
領
土
外
で
の
軍
事
作
戦
の
費
用
を
イ
ン
ド
の
歳
入
で
ま
か
な
う
こ
と
を
禁
止
す
る
規
定
が
あ
っ
た
が
、

戦
争
の
初
期
の
立
法
議
会
で
特
別
決
議
を
行
い
、
ョ
－
ロ
ヅ
パ
派
遣
車
の
通
常
費
の
負
拙
を
認
め
た
。
戦
争
が
長
期
化
し
た
た
め
、
イ

ン
ド
は
第
一
次
大
戦
中
に
五
五
万
二
○
○
○
人
の
戦
闘
員
と
三
九
万
一
○
○
○
人
の
非
戦
闘
員
を
ョ
－
ロ
ッ
パ
に
送
り
、
こ
の
派
遣
軍

の
通
常
経
費
の
負
担
は
軍
事
費
を
膨
脹
さ
せ
た
。
第
一
次
大
戦
の
始
ま
っ
た
一
九
一
四
／
一
五
年
に
は
イ
ン
ド
の
軍
事
費
は
三
億
六
五

○
万
ル
ピ
ー
で
、
こ
れ
は
経
常
勘
定
歳
出
総
額
の
三
一
・
六
○
％
に
あ
た
っ
て
い
た
。
そ
の
後
軍
事
費
は
急
増
し
、
一
九
一
八
／
一
九

年
に
は
一
九
一
四
／
一
五
年
の
約
二
倍
を
こ
え
る
六
億
四
○
七
○
万
ル
ピ
ー
と
な
り
、
歳
出
総
額
に
占
め
る
割
合
も
四
一
・
八
二
％
ま

で
上
昇
し
た
。
結
局
、
イ
ン
ド
は
第
一
次
大
戦
時
に
本
国
に
対
す
る
戦
時
拠
出
金
一
八
億
九
○
○
○
万
ル
ピ
ー
を
含
め
て
、
三
六
億
四

(注）浜渦哲雄「インドの戦時財政」（アジア継

済第32号所収）より引用

原出所:ReserveBankoflndia,Banking

andmonetaryStatisticsoflndia,pp872

～874

年度
経常勘定
歳出総額

軍事費
(純額）

歳出にLliめる
軍事費の割合

1913/14

1914/15

1915/16
1916/17

1917/18

1918/19

1919/20

1920/21

1921/22

1922/23

1923/24

1924/25

1925/26

1926/27

1927/28

1928/29

1929/30

1930/31

1931/32

1932/33

1933/34

1934/35

1935/36

1936/37

1937/38
1938/39

9，812

9，700

10，096

10，758

12，759

15,953

18，732

19，668

10，884

10，431

9，907

9，706

9，759

9，789

9，280

9，282

9，656

9，784

9，540

8，602

8，012

8，323

8，309

8,089

8，657

8，511

2，984

3，065

3，339

3，749

4，356

6，672

8，698

8，175

6,981

6，527

5，623

5，563

5，600

5，597

5，479

5，510

5，510

5，430

5，176

4，674

4，442

4，434

4，498

4，545

4，735

4，618

30．04

31．60

33．07

34．85

34．14

41.82

46．43

41．56

64．14

62．57

56．76

57.32

57．38

57．18

59．04

59．34

57．06

55.50

54．26

54．22

55．44

53．27

54．13

56.19

54．70

54．26
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○
○
○
万
ル
ピ
ー
の
戦
費
を
負
担
し
た
。
こ
れ
は
戦
前
水
準
か
ら
見
れ
ば
約
三
年
分
の
歳
入
額
に
相
当
す
る
額
で
あ
っ
た
。
戦
時
中
の

軍
事
費
は
戦
争
が
終
結
し
、
軍
の
動
員
が
解
除
さ
れ
れ
ば
減
少
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
終
戦
直
後
に
ア
フ
ガ
ン
戦
争
が
始

ま
り
、
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
は
イ
ン
ド
軍
の
近
代
化
に
よ
る
軍
事
力
の
強
化
を
目
ざ
し
た
た
め
、
戦
後
も
軍
事
費
は
膨
脹
を
つ
づ
け
た
。

そ
し
て
一
九
二
○
／
二
一
年
に
は
軍
事
費
は
八
億
一
七
五
○
万
ル
ピ
ー
に
達
し
、
そ
の
翌
年
に
は
歳
出
額
は
削
減
さ
れ
た
の
に
、
軍
事

費
の
縮
小
が
遅
れ
た
た
め
、
同
年
の
軍
事
費
の
割
合
は
六
四
％
に
ま
で
達
し
た
。
（
表
１
参
照
）

し
か
し
、
第
一
次
大
戦
後
、
民
族
独
立
運
動
が
昂
揚
す
る
と
共
に
、
軍
事
費
の
植
民
地
的
過
重
負
担
は
反
帝
・
反
植
民
主
義
の
要
求
、

さ
ら
に
財
政
自
主
権
確
立
の
要
求
の
な
か
で
、
と
く
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に
よ
り
批
判
の
槍
玉
に
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
イ
ン
ド

財
政
史
の
著
者
穴
．
弓
．
望
呂
は
望
×
ご
語
四
門
ｍ
呈
言
会
四
司
言
Ｐ
ｐ
ｏ
の
（
一
九
二
七
年
）
の
な
か
で
「
そ
れ
（
イ
ン
ド
の
国
防
政
策

Ｉ
筆
者
注
）
は
ま
ず
第
一
に
イ
ン
ド
国
民
の
能
力
を
こ
え
た
最
も
高
価
な
政
策
で
あ
る
。
そ
れ
は
イ
ン
ド
の
歳
入
の
増
加
部
分
を
す
べ

て
吸
収
し
、
政
府
が
金
の
か
か
る
あ
ら
ゆ
る
国
内
改
良
事
業
を
好
意
的
に
考
え
る
こ
と
を
不
可
能
な
ら
し
め
た
。
そ
れ
は
ま
た
イ
ン
ド

を
し
て
経
費
の
か
か
る
、
不
必
要
な
、
非
生
産
的
な
領
土
の
合
併
を
行
わ
せ
、
イ
ン
ド
政
府
を
近
隣
諸
国
の
疑
惑
に
さ
ら
し
た
。
最
後

に
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
影
響
の
下
で
イ
ン
ド
を
し
て
世
界
政
論
に
お
い
て
不
必
要
な
、
正
当
化
し
が
た
い
地
位
を
得
さ
し
め
、
そ
れ

に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
近
隣
諸
国
と
の
紛
争
に
さ
ら
に
深
く
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
求
め
る
と
こ
ろ
で
も
、
ま

た
利
益
と
な
る
も
の
で
も
な
い
。
イ
ン
ド
は
平
和
を
望
み
、
近
隣
諸
国
の
平
和
を
み
だ
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
全
く
不
必
要
な
目
的

の
た
め
に
大
浪
費
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
か
〕
と
軍
事
費
負
担
の
反
民
族
的
性
格
を
き
び
し
く
批
判
し
て
い
る
。
民
族
独
立
運
動
の

高
ま
り
の
な
か
で
、
イ
ン
ド
議
会
に
お
い
て
も
軍
事
費
削
減
の
動
き
が
出
は
じ
め
冒
○
言
壱
の
○
○
冒
日
三
の
①
（
一
九
二
二
年
）
は
各
種

の
軍
事
費
節
減
勧
告
を
行
っ
た
。
こ
の
た
め
一
九
二
二
年
以
後
、
軍
事
費
は
漸
減
の
傾
向
を
た
ど
り
、
と
く
に
世
界
不
況
の
た
め
深
刻

な
財
政
危
機
が
慢
性
化
し
た
一
九
三
○
年
代
に
は
財
源
上
か
ら
も
軍
事
費
削
減
は
さ
け
ら
れ
ず
、
一
九
三
三
／
三
四
年
か
ら
は
四
億
ル

ピ
ー
台
に
押
え
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
軍
事
費
の
比
重
は
全
体
の
五
○
％
台
を
保
っ
て
い
た
。
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イ
ン
ド
財
政
の
事
情
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
軍
事
費
の
抑
制
は
望
ま
し
い
傾
向
で
あ
り
、
ま
た
植
民
地
的
財
政
構
造
改
革
の
一
つ

で
も
あ
っ
た
。
だ
が
本
国
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
は
、
イ
ン
ド
軍
は
英
帝
国
軍
の
一
部
で
あ
り
、
英
帝
国
の
防
衛
上
軍
事
費
抑
制
に
よ
る

軍
近
代
化
の
遅
延
は
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
は
イ
ン
ド
が
不
況
に
よ
っ
て
財
政
危
機
に
お
ち
い
る
と
、
イ
ン
ド
に

財
政
援
助
を
与
え
て
軍
事
力
の
維
持
を
図
っ
た
。
イ
ン
ド
議
会
は
イ
ン
ド
の
防
衛
は
英
帝
国
の
経
済
的
諸
権
益
の
防
衛
で
あ
る
か
ら
、

イ
ン
ド
の
軍
事
費
に
対
し
英
帝
国
の
歳
入
か
ら
そ
れ
相
応
の
援
助
を
与
え
る
べ
き
だ
と
の
要
求
を
出
し
て
い
た
が
、
こ
の
要
求
を
審
議

し
た
○
画
日
冨
計
さ
．
詞
胃
の
弓
凰
言
ご
巴
の
勧
告
は
財
政
援
助
の
必
要
性
を
認
め
、
一
九
三
三
／
三
四
年
か
ら
一
五
○
万
ポ
ン
ド
の
財
政

援
助
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
イ
ン
ド
の
立
法
議
会
は
一
九
一
二
年
に
、
イ
ン
ド
軍
は
英
帝
国
の
総
兵
力
の
一
部
で
あ
る
と
い

う
考
え
方
に
反
対
し
、
軍
事
力
の
使
用
は
外
国
の
侵
略
に
対
す
る
防
衛
と
国
内
の
平
和
維
持
に
限
る
こ
と
を
勧
告
す
る
決
議
を
採
択
し

た
が
、
三
三
年
度
か
ら
の
財
政
援
助
受
入
れ
は
、
イ
ン
ド
軍
が
英
帝
国
兵
力
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
自
認
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と

そ
の
後
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
準
備
に
イ
ギ
リ
ス
が
と
り
か
か
り
始
め
た
と
き
、
い
わ
ゆ
る
チ
ャ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
委
員
会
が
設
置
さ

れ
た
。
同
委
員
会
は
イ
ン
ド
軍
の
近
代
化
の
速
度
を
早
め
る
た
め
、
一
九
三
八
年
九
月
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、
翌
年
一
月
に
は
陸
海

空
三
軍
の
装
備
増
強
に
必
要
な
経
費
四
億
五
七
七
○
万
ル
ピ
ー
の
う
ち
、
四
分
の
三
を
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
贈
与
、
四
分
の
一
を
借
款
で

ま
か
な
う
こ
と
を
勧
告
し
た
。
弓
国
宮
口
堅
と
チ
ャ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
委
員
会
の
勧
告
は
、
両
方
と
も
イ
ン
ド
の
対
外
防
衛
は
イ
ン
ド
と

イ
ギ
リ
ス
の
共
同
責
任
で
あ
る
と
の
考
え
方
に
立
脚
し
て
お
り
、
イ
ン
ド
の
軍
事
費
に
対
す
る
財
政
援
助
も
英
印
両
軍
の
相
互
援
助
を

強
化
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
二
次
大
戦
の
勃
発
と
同
時
に
英
印
間
の
軍
事
費
の
分
担
を
規
定
し
た

英
印
財
政
協
定
弓
言
四
国
ｓ
巴
シ
宵
①
の
日
の
ど
こ
が
締
結
さ
れ
る
が
、
こ
の
協
定
の
基
調
も
前
述
の
二
つ
の
勧
告
の
線
に
基
い
た
も
の
一
で

と
な
っ
た
。

そ
の
後
、

あ

(2)つ
た
◎QQ－

英
印
財
政
協
定

（
甸
旨
四
コ
ａ
巴
少
四
の
①
日
の
胃
）
と
そ
の
運
用



－45－

し
か
し
反
面
、
イ
ギ
リ
ス
は
こ
の
財
政
協
定
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
か
ら
の
軍
事
費
の
借
上
げ
を
合
法
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ

ち
、
イ
ン
ド
が
日
本
軍
侵
攻
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
、
イ
ン
ド
自
身
の
防
衛
の
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
の
軍
事
費
分
担
が
激
増
し
は
じ
め
る
と
、

自
国
の
軍
事
費
の
負
担
を
イ
ン
ド
に
一
時
的
に
肩
代
り
さ
せ
る
と
い
う
措
置
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
政
府
が
イ
ギ
リ
ス
の
た
め

収
め
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
九
三
九
年
九
月
三
日
、
イ
ギ
リ
ス
が
ド
イ
ツ
に
宣
戦
を
布
告
す
る
と
、
イ
ン
ド
も
自
動
的
に
参
戦
国
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
イ
ン
ド

総
督
は
イ
ン
ド
机
当
柑
の
命
令
で
参
戦
描
置
を
と
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
イ
ン
ド
は
ア
フ
リ
カ
、
中
近
東
、
ア
ジ
ア
の
各
地
に
兵
員
を
派

遣
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
け
る
連
合
国
作
戦
部
隊
の
兵
姑
基
地
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
英
印
間
で
の
戦
費
の
分
机
が
具
体

的
に
問
題
と
さ
れ
た
。
一
九
三
九
年
二
月
に
締
結
さ
れ
た
英
印
財
政
協
定
は
戦
費
の
具
体
的
な
分
拙
を
と
り
き
め
た
も
の
で
あ
り
、

こ
の
協
定
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
の
軍
事
費
負
拙
の
限
度
は
次
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
た
。

㈲
平
時
に
お
け
る
イ
ン
ド
の
通
常
の
純
箪
事
費
と
目
さ
れ
る
一
定
額
。

い
そ
れ
に
物
価
上
昇
分
を
加
え
た
も
の
。

卿
イ
ン
ド
自
身
の
利
益
の
た
め
に
イ
ン
ド
が
実
施
し
純
然
た
る
イ
ン
ド
の
債
務
と
み
な
さ
れ
る
戦
争
政
策
の
費
用
。

側
イ
ン
ド
の
海
外
派
遣
車
を
維
持
す
る
特
別
費
一
○
○
○
万
ル
ピ
ー
。

こ
の
財
政
協
定
は
、
イ
ン
ド
の
軍
事
費
を
負
担
能
力
の
範
囲
内
に
抑
え
、
軍
事
費
の
分
担
基
準
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
も

の
で
、
軍
事
費
の
増
大
に
対
す
る
イ
ン
ド
側
の
恐
怖
感
あ
る
い
は
抵
抗
を
や
わ
ら
げ
る
こ
と
を
配
盧
し
て
い
る
。
実
際
、
第
二
次
大
戦

中
、
戦
費
の
激
増
に
つ
れ
て
イ
ギ
リ
ス
側
か
ら
、
イ
ン
ド
防
衛
の
共
同
努
力
の
費
用
の
配
分
が
財
政
協
定
で
は
自
国
に
不
利
な
の
で
こ

れ
を
廃
棄
し
、
新
し
い
協
定
を
結
び
た
い
と
の
要
求
が
出
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
側
も
こ
の
協
定
に
よ
る
軍
事
費
分
担
基
準

の
変
更
に
は
頑
強
に
抵
抗
し
、
結
局
こ
の
イ
ギ
リ
ス
の
要
求
は
取
り
下
げ
ら
れ
た
。
こ
の
点
か
ら
見
る
と
、
第
一
次
大
戦
以
降
高
ま
っ

て
来
た
民
族
独
立
運
動
を
背
景
に
し
て
財
政
自
主
権
拡
大
を
目
ざ
し
た
軍
事
費
負
担
に
対
す
る
イ
ン
ド
の
対
英
批
判
が
一
定
の
成
果
を
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な
っ
た
。
立
替
え
軍
事
費
”

上
回
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

Ⅳ
第
二
次
大
戦
時
の
イ
ン
ド
財
政

①
第
二
次
大
戦
時
の
車
事
費
膨
脹

第
二
次
大
戦
に
イ
ン
ド
が
参
戦
し
た
当
初
は
、
戦
場
は
イ
ン
ド
か
ら
遠
く
離
れ
て
お
り
、
軍
事
費
の
急
激
な
増
大
を
も
た
ら
す
こ
と

は
な
か
っ
た
。
一
九
四
○
年
に
入
る
と
、
ド
イ
ツ
が
ョ
－
ロ
ッ
パ
諸
国
を
席
捲
し
た
た
め
、
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
諸
国
と
イ
ン
ド
の
貿
易
は
途

絶
し
、
イ
ン
ド
で
も
戦
争
局
面
の
変
化
に
対
応
し
て
陸
海
空
軍
の
拡
張
と
緊
急
事
態
に
備
え
る
準
備
が
始
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
戦
況
は

バ
ル
カ
ン
諸
国
に
拡
大
し
、
イ
ラ
ク
が
枢
軸
側
に
つ
い
た
た
め
中
東
情
勢
が
悪
化
し
た
の
で
、
西
部
国
境
に
備
え
て
軍
備
が
強
化
さ
れ

た
。
さ
ら
に
一
九
四
二
年
に
な
る
と
東
側
か
ら
日
本
軍
の
侵
攻
が
始
ま
り
、
同
年
二
月
に
ラ
ン
グ
ー
ン
が
陥
落
す
る
に
及
ん
で
日
本
軍

の
イ
ン
ド
侵
攻
の
脅
威
が
現
実
的
な
も
の
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
戦
況
が
イ
ン
ド
本
土
に
及
ん
で
き
た
と
き
か
ら
、
戦
費
の
急
激
な
増

大
が
始
ま
る
。
し
か
し
一
九
四
二
年
ま
で
は
陸
海
空
三
軍
の
強
化
・
拡
大
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
の
軍
事
支
出
は
増
大
し
た
も
の
の
、
英
印

財
政
協
定
の
お
か
げ
で
イ
ン
ド
自
体
の
軍
事
費
の
増
加
は
あ
る
程
度
抑
え
ら
れ
、
イ
ギ
リ
ス
の
立
替
え
軍
事
費
の
方
が
増
加
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
立
替
え
軍
事
費
は
主
に
装
備
・
軍
事
施
設
の
強
化
な
ど
資
本
支
出
に
使
わ
れ
、
一
九
四
一
年
に
は
イ
ン
ド
自
体
の
軍
事
費
を

に
軍
事
支
出
を
し
た
場
合
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
戦
後
こ
れ
を
弁
済
す
る
が
、
戦
時
中
は
イ
ン
ド
が
こ
れ
を
立
替
え
る
と
い
う
形
式
は
、

英
印
財
政
協
定
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
イ
ギ
リ
ス
は
財
政
協
定
で
イ
ギ
リ
ス
の
負
担
分
と
決
め
ら
れ
た
軍
事
費
を

イ
ン
ド
に
ポ
ン
ド
で
支
払
い
な
が
ら
、
そ
れ
の
自
由
な
使
用
を
認
め
ず
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
に
凍
結
し
た
の
で
、
い
わ
ば
戦
時
中
は

返
済
に
応
ず
る
必
要
の
な
い
強
制
的
借
上
げ
と
な
っ
た
。
大
戦
中
に
軍
事
費
の
分
担
基
準
の
改
正
を
要
求
し
た
の
は
前
述
の
と
お
り
で

あ
る
が
、
そ
れ
を
取
り
下
げ
た
の
は
、
強
行
す
る
と
イ
ン
ド
の
国
民
感
情
を
害
し
て
戦
争
に
支
障
が
生
ず
る
と
見
た
た
め
で
あ
る
が
、

械
民
地
的
金
融
操
作
で
イ
ギ
リ
ス
は
軍
事
費
の
実
質
的
負
担
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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第2表第二次大戦中の車半蛮

（単位：1000万ルピー） し
か
し
、
日
本
車
の
催
攻
の
脅
威
が
イ
ン
ド
に
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
以
後
、
イ
ン
ド
自
体
の
車
事
蛮
は
激
蛸
す
る
こ
と
に
な
る
。
総

車
事
費
は
一
九
四
二
／
四
三
年
で
は
五
九
億
二
六
二
○
万
ル
ピ
ー
に
及
び
、
平
時
の
箪
事
黄
の
一
二
倍
強
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
四

四
年
三
月
に
は
日
本
車
の
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
が
飴
ま
っ
た
た
め
、
一
九
四
三
／
四
四
年
の
車
事
費
は
七
七
億
ル
ピ
ー
余
、
四
四
／
四
五

年
に
は
八
七
億
ル
ピ
ー
に
蛸
大
し
た
。
そ
し
て
イ
ン
ド
の
国
土
の
一
部
が
戦
場
に
な
る
と
、
財
政
協
定
に
従
っ
て
、
国
内
で
の
戦
費
は

も
と
よ
り
海
外
か
ら
の
琳
派
車
の
斐
用
も
イ
ン
ド
の
負
机
に
さ
れ
、
イ
ン
ド
自
身
の
車
事
饗
は
立
替
え
単
事
費
を
上
回
わ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
時
期
に
は
も
は
や
イ
ン
ド
に
過
大
な
単
事
蛮
の
負
机
を
負
わ
せ
な
い
こ
と
を
規
定
し
た
財
政
協
定
の
目
的
は
果
し
え
ず
、

車
事
賀
の
分
拙
割
合
は
イ
ン
ド
に
き
わ
め
て
不
利
と
な
っ
た
。

結
局
、
一
九
三
九
／
四
○
年
か
ら
四
五
／
四
六
年
ま
で
の
イ
ン
ド
自
身
の
箪
事
費
累
計
は
一
七
四
億
三
七
一
○
万
ル
ピ
ー
、
立
替
え

(注）浜柵哲雄前掲論文よりリ|用

原出所:ReserveBankoflndia,Re-

portonCurrencyandFinancel946

-47,p.65.

の
イ
ン
ド
自
身
の
箪
事
費
累
計
は
一
七
四
億
三
七
一
○
万
ル
ピ
ー
、
立
替
え

車
事
費
累
計
は
一
七
三
億
九
七
三
○
万
ル
ピ
ー
、
両
者
総
計
が
同
期
間
中
に

お
け
る
政
府
総
支
出
三
九
九
億
ル
ピ
ー
余
に
占
め
る
比
率
は
八
七
・
四
％
に

も
達
し
た
。
政
府
総
支
出
は
一
九
三
八
／
三
九
年
の
八
億
ル
ピ
ー
余
か
ら

四
五
／
四
六
年
の
八
六
億
ル
ピ
ー
余
へ
と
一
○
倍
に
膨
脹
し
た
が
、
そ
の
大

部
分
は
単
事
費
の
増
加
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
械
民
地
下
の
イ
ン
ド
で
財

政
規
模
が
短
期
間
に
こ
の
よ
う
に
急
激
に
膨
脹
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
中

央
・
地
方
を
通
ず
る
政
府
総
支
出
は
一
八
五
八
年
か
ら
一
九
三
八
年
の
八
○

年
間
に
僅
か
に
四
倍
し
か
膨
脹
し
な
か
っ
た
こ
と
を
見
る
と
、
第
二
次
大
戦

時
の
膨
脹
の
大
き
さ
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

②
戦
時
財
政
の
歳
入
政
策

前
述
の
よ
う
に
大
戦
前
ま
で
イ
ン
ド
の
歳
出
増
加
が
ス
ロ
ー
テ
ン
ポ
で
あ

年度
インドの
軍事賀

立枠え
車半礎

ノ沁 計【≦1

1939/40

1940/41

1941/42

1942/43

1943/44

1944/45

1945/46

49．54

73．61

103．93

267．13

395．86

458.32

395．32

4．00

53．00

194.00

325．48

377．87

410.84

374．54

53．54

126．61

297．93

592．61

773.73

869．16

769．86

合計 1743.71 1739．73 3483.44



－48－

っ
た
の
は
、
本
国
費
支
払
い
の
必
要
上
、
ル
ピ
ー
平
価
の
安
定
と
輸
出
増
進
は
至
上
命
令
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
伝
統
的
に
財
政
収
支

の
均
衡
に
大
き
な
努
力
が
払
わ
れ
、
税
収
の
範
囲
内
に
歳
出
を
抑
制
す
る
政
策
が
と
ら
れ
て
来
た
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
第
二
次
大

戦
に
よ
る
歳
出
の
膨
脹
は
従
来
の
均
衡
財
政
政
策
の
継
続
を
不
可
能
に
し
、
赤
字
財
政
、
と
り
わ
け
通
貨
の
増
発
に
よ
る
財
政
資
金

の
調
達
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
三
九
／
四
○
年
か
ら
四
五
／
四
六
年
ま
で
の
総
財
政
支
出
は
三
九
九
億
五
八
○
○
万
ル
ピ

ー
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
の
三
七
％
が
税
収
と
税
外
収
入
で
ま
か
な
わ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
残
り
の
六
三
％
は
公
債
収
入
お
よ
び
通
貨

の
増
発
に
よ
り
調
達
さ
れ
た
。
通
貨
の
増
発
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
た
分
は
一
○
七
億
ル
ピ
ー
余
（
二
七
％
）
に
及
び
、
こ
れ
に
よ
っ

て
イ
ン
ド
経
済
に
戦
時
イ
ン
フ
レ
を
ひ
き
お
こ
し
た
。
も
っ
と
も
イ
ン
ド
教
府
自
体
の
財
政
支
出
だ
け
な
ら
税
収
と
一
般
借
入
れ
で
充

足
し
え
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
立
替
え
軍
事
費
つ
ま
り
連
合
軍
の
軍
事
費
は
英
本
国
に
と
め
お
か
れ
た
た
め
、
イ
ン
ド
政
府
は
立
替
え

軍
事
費
を
も
含
め
た
総
軍
事
費
の
調
達
責
任
を
負
わ
さ
れ
、
こ
の
分
が
通
貨
増
発
と
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。

戦
時
中
歳
入
総
額
に
占
め
る
税
収
の
割
合
は
、
戦
前
に
比
べ
大
幅
に
低
下
し
た
が
、
直
接
税
、
間
接
税
を
問
わ
ず
税
率
の
引
上
げ
、

新
税
の
導
入
等
に
よ
っ
て
増
税
政
策
が
と
ら
れ
た
。
中
央
政
府
の
税
収
は
一
九
三
九
／
四
○
年
か
ら
四
五
／
四
六
年
の
間
に
八
億
ル
ピ

ー
余
か
ら
二
八
億
ル
ピ
ー
余
へ
と
三
倍
以
上
に
増
加
し
た
。
税
収
の
大
部
分
は
所
得
税
・
関
税
・
消
費
税
の
三
つ
で
あ
っ
た
が
、
こ
の

う
ち
所
得
税
（
法
人
税
を
含
む
）
の
伸
び
が
最
も
大
き
く
、
同
期
間
中
に
一
億
六
五
八
○
万
ル
ピ
ー
か
ら
一
四
億
九
八
○
○
万
ル
ピ
ー

へ
と
約
一
五
倍
に
達
し
た
。
こ
の
た
め
戦
前
は
所
得
税
収
は
全
税
収
の
一
三
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
一
九
四
五
Ｚ
四
六
年
に
は

五
七
％
と
な
り
、
直
接
税
中
心
の
租
税
体
系
が
出
現
し
た
。
戦
前
の
税
収
構
造
は
関
税
収
入
が
五
割
以
上
を
占
め
る
間
接
税
中
心
の
体

系
で
あ
っ
た
が
、
関
税
は
戦
争
に
よ
る
輸
出
入
の
激
減
の
た
め
戦
前
よ
り
も
減
収
に
な
っ
た
。
政
府
は
輸
入
税
率
の
引
上
げ
や
特
別
加

重
税
の
課
徴
を
行
っ
た
が
、
最
大
の
貿
易
相
手
国
イ
ギ
リ
ス
の
対
印
輸
出
能
力
の
低
下
、
枢
軸
国
圏
と
の
貿
易
停
止
、
船
舶
の
不
足
な

ど
が
原
因
で
貿
易
量
が
縮
小
し
た
。
関
税
収
入
が
回
復
し
た
の
は
よ
う
や
く
一
九
四
五
／
四
六
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
消

費
収
入
は
既
課
税
品
目
の
税
率
引
上
げ
、
タ
バ
コ
、
杣
物
油
、
タ
イ
ヤ
、
チ
ュ
ー
ブ
、
茶
な
ど
へ
の
新
規
課
税
、
国
産
品
に
よ
る
輸
入
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代
替
の
進
展
に
よ
っ
て
急
速
に
蛸
加
し
、
戦
時
中
に
税
収
は
七
僻
以
上
に
も
上
昇
し
た
。
ま
た
琳
税
政
策
と
な
ら
ん
で
政
府
事
業
料
金

の
別
上
げ
も
行
わ
れ
、
こ
の
た
め
鉄
道
・
郵
便
・
電
信
事
業
収
入
お
よ
び
通
貨
蛸
発
に
よ
る
準
備
銀
行
の
利
益
納
付
金
を
主
と
す
る
通

壷
・
鋳
蛍
収
入
を
合
わ
せ
た
税
外
収
入
の
期
収
も
歳
入
噌
加
に
大
き
く
寄
与
し
た
。

第
二
次
大
戦
ま
で
の
イ
ン
ド
税
制
は
杣
氏
地
的
税
制
の
特
徴
を
持
ち
、
内
国
税
収
入
が
き
わ
め
て
少
く
関
税
収
入
に
依
存
す
る
傾
向

を
も
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
本
国
資
本
の
維
済
活
動
に
い
わ
ば
課
税
の
論
外
法
椎
を
認
め
て
い
た
こ
と
、
民
族
産
業
が
育
成
さ
れ
ず
農
業

所
得
も
き
わ
め
て
低
水
準
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
課
税
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
杣
氏
地
的
制
約
に
よ
っ
て

税
源
を
十
分
捕
捉
で
き
な
い
こ
と
が
内
国
税
と
く
に
所
得
税
の
収
入
に
依
存
で
き
な
い
原
因
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
戦
時
財
政
と
い
う

特
殊
事
情
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
政
府
自
身
の
課
税
権
を
行
使
し
、
税
源
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
、
国
内
企
業
の
軍
需
景
気
に
よ
る
戦

時
利
得
を
捕
捉
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
戦
後
に
な
っ
て
惣
い
戦
争
ブ
ー
ム
が
終
り
、
法
人
税
・
所
得
税
の
収
入
は
低
下
し
て
再
び
間
接

税
中
心
の
租
税
体
系
に
も
ど
る
け
れ
ど
も
、
戦
時
中
に
税
源
拡
大
の
途
を
開
い
た
こ
と
は
、
後
に
の
べ
る
対
英
債
務
の
返
済
の
点
か
ら

も
、
戦
後
の
財
政
発
展
の
い
と
口
と
な
っ
た
点
で
も
意
義
は
大
き
い
。

つ
ぎ
に
公
債
の
増
発
に
よ
る
財
源
調
達
に
つ
い
て
は
、
大
戦
中
の
総
財
政
支
出
三
九
九
億
ル
ピ
ー
余
の
う
ち
一
四
五
億
ル
ピ
ー
余

〈
三
六
％
）
が
公
債
収
入
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
イ
ン
ド
経
済
の
公
債
消
化
能
力
は
低
く
、
歳
入
不
足
二
五
三
億
ル
ピ
ー
余

の
う
ち
約
五
七
％
が
公
債
収
入
で
ま
か
な
わ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
残
り
の
四
三
％
は
通
貨
増
発
に
依
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
イ
ン
ド
政

府
の
ル
ピ
ー
債
務
は
一
九
三
九
年
三
月
末
か
ら
四
六
年
三
月
末
ま
で
に
七
○
億
ル
ピ
ー
余
か
ら
一
九
一
億
ル
ピ
ー
余
へ
と
約
二
・
七
倍

に
増
加
し
た
に
と
ど
ま
り
、
税
収
の
増
加
率
に
比
べ
て
公
債
の
歳
入
へ
の
寄
与
率
は
低
か
っ
た
。

公
債
に
よ
る
財
源
調
達
が
相
対
的
に
小
さ
か
っ
た
の
は
、
イ
ン
ド
国
内
の
公
債
市
場
の
未
発
達
と
ロ
ン
ド
ン
で
の
外
債
発
行
が
中
止

さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
大
戦
開
始
後
、
イ
ギ
リ
ス
は
イ
ン
ド
政
府
の
イ
ギ
リ
ス
で
の
起
債
を
禁
止
し
た
だ
け
で
な
く
、

む
し
ろ
対
印
投
資
を
一
部
回
収
し
て
軍
事
支
出
に
充
当
し
た
の
で
、
イ
ン
ド
は
公
債
の
受
入
れ
先
を
国
内
市
場
に
限
定
せ
ざ
る
を
え
な
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か
つ
た
。
一
九
四
○
年
か
ら
イ
ン
ド
で
は
国
防
貯
蓄
運
動
が
展
開
さ
れ
、
さ
ら
に
四
三
年
か
ら
は
強
制
貯
蓄
制
度
も
導
入
さ
れ
た
。
こ

の
間
発
行
さ
れ
た
公
債
の
利
率
は
三
％
以
下
に
押
え
ら
れ
、
償
還
期
間
も
長
期
化
し
た
。
税
収
と
税
外
収
入
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
で
き
な

か
っ
た
財
政
赤
字
を
す
べ
て
公
募
の
公
債
収
入
に
よ
っ
て
ま
か
な
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
三
％
以
下
の
低
利
で
多
量
の
公
債
が

消
化
で
き
た
こ
と
は
、
国
内
財
源
の
拡
大
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
財
政
力
を
強
化
す
る
途
を
開
い
た
こ
と
に
な
る
。
戦
前
ま
で
は
イ

ン
ド
国
債
の
広
募
者
は
主
に
ロ
ン
ド
ン
市
場
で
あ
り
、
本
国
資
本
の
投
資
先
と
し
て
有
利
な
公
債
が
選
ば
れ
、
そ
の
結
果
、
鉄
道
・
電

信
な
ど
の
収
益
を
生
む
資
産
に
投
資
さ
れ
る
生
産
的
公
債
が
主
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
戦
時
公
債
は
非
生
産
的
な
公
債
を
多
量
に
含

ん
で
い
た
が
、
こ
の
公
債
は
国
内
の
蓄
積
資
金
や
大
衆
資
金
の
動
員
に
よ
っ
て
消
化
さ
れ
た
点
が
特
徴
で
あ
る
。
し
か
も
、
次
節
で
考

●

察
す
る
よ
う
に
、
イ
ン
ド
政
府
が
ス
タ
ー
リ
ン
グ
債
務
を
返
済
す
る
政
策
を
と
っ
た
の
で
、
ル
ピ
ー
債
の
一
部
が
ス
タ
ー
リ
ン
グ
債
の

見
返
り
と
し
て
発
行
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
債
務
が
事
実
上
完
全
に
償
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
グ
債
の

償
還
が
消
却
で
な
く
、
ル
ピ
ー
債
へ
の
転
換
に
す
ぎ
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
イ
ン
ド
財
政
の
対
英
依
存
を
脱
却
し
た
点
で
は
大
き
な
意
義

を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

Ｖ
戦
時
財
政
と
財
政
自
主
権
の
確
立

⑩
ス
タ
ー
リ
ン
グ
債
務
の
返
済

前
述
の
よ
う
に
、
第
二
次
大
戦
中
イ
ン
ド
は
主
と
し
て
宗
主
国
イ
ギ
リ
ス
の
兵
姑
・
作
戦
基
地
と
し
て
膨
大
な
物
資
と
役
務
の
供
給

を
強
要
さ
れ
、
巨
額
の
戦
費
を
負
担
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
戦
費
は
イ
ン
ド
自
身
の
脆
弱
な
経
済
力
を
も
っ
て
ま
か
な
わ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
は
イ
ン
ド
経
済
全
体
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
植
民
地
的
貧
困
化
は
一
層
進
行
し
た
。
物
価
水
準
は
二
倍

以
上
に
上
昇
し
、
ベ
ン
ガ
ル
の
農
村
で
は
一
五
○
万
人
の
餓
死
者
を
出
す
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
の
戦
時
財
政
は
こ
う
し
て
国
民
に

大
き
な
犠
牲
を
強
い
た
が
、
こ
の
大
き
な
犠
牲
に
よ
っ
て
、
植
民
地
下
で
累
積
し
て
来
た
対
英
債
務
を
返
済
し
、
独
立
後
の
経
済
開
発
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第3表スターリング債償還と見返り債発行高

（単位:1000万ルピー）

た
0 の

た
め
の
資
金
を
蓄
積
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
イ
ン
ド
か
ら
軍
事
費
の
強
制
借
上
げ
と
い
う
形
で
植
民
地
収
奪
を
強
要
し

戦
費
負
担
を
お
し
つ
け
た
が
、
こ
の
こ
と
は
逆
に
イ
ン
ド
公
債
、
鉄
道
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
投
資
を
喪
失
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
イ

ギ
リ
ス
は
イ
ン
ド
に
対
し
て
債
務
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
グ
債
務
の
返
済
は
イ
ン
ド
戦
時
財
政
の
一
つ
の
帰
結
で
あ
っ

イ
ン
ド
の
対
英
債
務
は
東
イ
ン
ド
会
社
以
来
長
い
間
累
積
さ
れ
て
来
た
。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
側
か
ら
見
れ
ば
イ
ン
ド
政
府
・
州
政
府

公
債
あ
る
い
は
鉄
道
へ
の
投
資
で
あ
り
、
最
も
安
定
し
た
収
入
を
あ
げ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
イ
ン
ド
に
と
っ
て
は
、
公
共
事

津
疋
し
た
収
入
を
あ
げ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
イ
ン
ド
に
と
っ
て
は
、
公
共
事

業
資
金
調
達
の
み
な
ら
ず
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
債
務
や
帝
国
主
義
戦
争

ｕＣｎ

の
費
用
負
担
に
よ
っ
て
膨
脹
す
る
債
務
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
債
務
の

Ｏｔ
ｏ
利
払
い
は
た
え
ず
イ
ン
ド
の
国
際
収
支
を
圧
迫
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ｒｐ
４ｅ
勺
ｌ

Ｒ
９
と
く
に
ル
ピ
ー
の
対
外
相
場
が
下
落
し
た
と
き
は
、
本
国
費
の
支
払
が

ａ
，
ｎ
ｒ

甜
孔
増
大
し
て
財
政
赤
字
を
生
み
、
そ
れ
が
さ
ら
に
対
英
債
務
を
生
み
出
す

開
仙
銅
と
い
う
悪
循
環
を
ひ
き
起
し
た
。
そ
の
た
め
イ
ン
ド
で
は
ス
タ
ー
リ
ン

門
叱
的
グ
債
務
の
返
済
は
長
い
間
の
懸
案
と
な
っ
て
い
た
。

Ｉ
ａ
ｅ

卜
手
ｎ
ｂ
Ｃ

紋
祀
唖
イ
ン
ド
政
府
は
一
九
三
七
／
三
八
年
か
ら
ス
タ
ー
リ
ン
グ
債
の
買
入

軸
》
祁
郵
帥
畦
椚
吋
尋
伽
詫
心
迩
鋤
棚
評
佃
諦
維
御
錐
罫
峰
傘
硫
註
祁
嶢
蝿
癖

楠
州
心
大
と
立
替
え
軍
事
費
の
増
加
に
よ
り
外
貨
事
情
が
好
転
し
た
の
で
、
政

浜
原
睡
府
は
一
九
四
○
年
二
月
か
ら
ス
タ
ー
リ
ン
グ
有
期
債
の
ル
ピ
ー
債
へ
の

性

転
換
計
画
を
発
表
し
、
以
来
償
還
を
促
進
す
る
た
め
強
制
償
還
制
を
採

年度

額面価額 買入れ価甑 見返り
ピー債

ﾉレ

1937/38

1939/40

1940/41

1941/42

1942/43

1943/44

1944/45

1945/46

2．99

17．09

71．29

99．04

119.00

13．02

0．41

0．28

3．04

16．54

75．24

92．28

20．48

12．97

0．37

0．29

1

4．05

22．05

100．32

123．04

161.67

17．29

0．49

0．37

1．12

22．79

94．86

33．58

82．62

38．42

0．17

0．01

総計 323．12 321．21 429.28. 273．57
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用
し
た
。
従
来
の
匡
○
の
。
②
の
制
で
は
市
場
か
ら
の
買
入
償
還
は
い
つ
ま
で
も
秘
密
を
保
つ
こ
と
が
で
き
ず
ス
タ
ー
リ
ン
グ
債
の
値
上
り

を
ひ
き
起
し
、
償
還
コ
ス
ト
を
高
め
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
巨
○
の
ご
伽
の
制
に
基
づ
く
ス
タ
ー
リ
ン
グ
債
の
ル
ピ
ー
債
へ
の
転
換
は
、
事

実
上
イ
ン
ド
人
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
債
保
有
者
に
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
イ
ン
ド
政
府
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
償
還
政
策
は
行
き
詰
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
か
く
し
て
第
一
回
の
強
制
償
還
操
作
で
一
九
四
○
／
四
一
年
末
に
六
○
○
五
万
ポ
ン
ド
が
償
還
さ
れ
、
強
制
償
還
以
外
の
市

場
買
入
れ
お
よ
び
匡
。
①
冨
切
の
制
に
よ
っ
て
二
二
四
万
ポ
ン
ド
が
償
還
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
一
九
四
○
／
四
一
年
中
に
有
期
限
債

の
大
部
分
が
償
還
さ
れ
た
の
で
、
政
府
は
続
い
て
無
期
限
債
の
強
制
償
還
を
実
施
し
た
。
こ
の
結
果
、
一
九
四
一
／
四
二
年
の
償
還
額

は
九
九
○
四
万
ポ
ン
ド
、
次
の
四
二
／
四
三
年
に
は
つ
い
に
一
億
一
九
○
○
万
ポ
ン
ド
に
達
し
た
。
有
期
限
・
無
期
限
の
ス
タ
ー
リ
ン

グ
債
務
の
返
済
を
完
了
す
る
と
、
こ
ん
ど
は
増
大
す
る
ス
タ
ー
リ
ン
グ
資
産
を
利
用
し
て
鉄
道
年
賦
金
の
一
括
返
済
と
鉄
道
債
の
償
還

に
着
手
し
、
過
去
の
鉄
道
買
収
に
か
か
わ
る
債
務
を
繰
上
げ
完
済
し
た
。
か
く
し
て
イ
ン
ド
は
第
二
次
大
戦
中
に
三
億
二
三
二
万
ポ

ン
ド
余
の
対
英
債
務
を
返
済
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
実
質
残
高
は
戦
前
に
支
払
っ
て
い
た
一
年
分
の
利
子
以
下
に
ま
で
減
少
し
た
。

正
に
イ
ン
ド
は
「
数
十
年
間
に
わ
た
っ
て
累
積
し
て
き
た
対
英
債
務
を
わ
ず
か
約
三
年
間
で
償
却
し
た
」
（
一
九
四
三
年
二
月
の
イ
ン

幅

ド
大
蔵
大
臣
の
演
説
）
の
で
あ
る
。

②
戦
後
開
発
準
備
期
と
し
て
の
戦
時
財
政

イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
支
配
の
二
大
支
柱
は
、
第
一
に
植
民
地
支
配
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
財
政
機
構
を
通
ず
る
財
政
支
配
Ｉ
収
奪
で

あ
り
、
第
二
は
対
印
産
業
投
資
に
よ
る
搾
取
つ
ま
り
経
済
支
配
で
あ
っ
た
。
第
一
の
財
政
的
支
配
の
物
質
的
基
礎
は
ス
タ
ー
リ
ン
グ
債

務
の
累
積
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
植
民
地
下
イ
ン
ド
財
政
の
大
き
な
負
担
で
あ
っ
た
本
国
費
（
言
昌
の
。
言
品
の
）
の
五
割
前
後
を

占
め
て
い
た
の
が
ス
タ
ー
リ
ン
グ
債
務
の
利
子
お
よ
び
鉄
道
年
賦
金
で
あ
り
、
財
政
政
策
は
こ
の
本
国
費
支
払
い
を
い
か
に
保
障
す
る

か
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
来
た
と
い
っ
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
第
二
次
大
戦
時
の
イ
ン
ド
財
政
の
遂
行
過
程
で
ス
タ
ー
リ
ン
グ
債
務
を
返

済
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
イ
ン
ド
の
戦
時
財
政
は
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
権
益
維
持
の
た
め
の
戦
費
を
肩
代
り
す
る
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役
割
を
お
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
第
一
次
大
戦
時
と
異
る
点
は
、
戦
賀
を
肩
代
り
す
る
場
合
に
英
印
財
政
協
定
に
よ
っ

て
、
軍
事
費
の
立
祷
え
と
い
う
形
式
を
つ
く
り
上
げ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
立
替
え
分
は
イ
ン
ド
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
資
産
と
し
て
累
積

さ
れ
、
従
来
の
債
務
返
済
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
他
方
国
内
で
は
立
替
え
分
を
含
め
て
車
事
費
は
膨
大
な
額
に
上
っ
た
が
、

こ
の
戦
費
調
達
の
た
め
に
イ
ン
ド
政
府
自
身
の
財
政
椎
が
拡
大
強
化
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
抑
制
さ
れ
て
い
た
課
税
権

の
強
化
、
公
債
消
化
資
金
の
国
内
調
達
が
戦
時
財
政
の
も
と
で
可
能
に
な
り
、
そ
れ
は
イ
ン
ド
自
身
の
財
政
力
を
高
め
た
の
で
あ
る
。

ス
タ
ー
リ
ン
グ
債
務
の
返
済
は
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て
強
要
さ
れ
た
イ
ン
ド
の
戦
時
財
政
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の

時
期
に
イ
ン
ド
は
ス
タ
ー
リ
ン
グ
債
務
を
返
済
し
た
だ
け
で
な
く
、
三
・
八
四
億
ポ
ン
ド
に
上
る
ス
タ
ー
リ
ン
グ
資
産
も
蓄
積
し
た
の

で
あ
り
、
こ
の
結
果
、
イ
ン
ド
は
物
価
の
安
定
と
ル
ピ
ー
の
対
外
価
値
の
維
持
を
外
か
ら
強
制
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
均
衡
財
政

を
至
上
課
題
と
す
る
必
要
も
な
く
な
っ
た
の
で
、
工
業
化
の
た
め
の
支
出
を
増
大
さ
せ
う
る
条
件
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
経
済

政
策
の
自
主
性
を
発
揮
で
き
る
錐
盤
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
の
柱
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
対
印
産
業
投
資
に
つ
い
て
は
、
戦
時
期
の
イ
ン
ド
で
蓄
積
さ
れ
た
外
貨
を
利
用
し
て
こ
れ
を
買
収
す

る
こ
と
が
計
画
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
軍
需
物
資
購
入
に
必
要
な
外
貨
獲
得
の
た
め
、
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
等
で

は
イ
ギ
リ
ス
人
の
保
有
す
る
民
間
投
資
の
売
却
を
行
っ
た
。
イ
ン
ド
に
も
三
～
五
億
ポ
ン
ド
と
推
定
さ
れ
る
対
印
産
業
投
資
が
残
さ
れ

て
い
た
の
で
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
資
産
を
そ
れ
の
買
収
に
利
用
す
れ
ば
イ
ン
フ
レ
の
抑
制
に
も
つ
な
が
る
と
い
う
意
見
が
強
か
っ
た
。
し

か
し
イ
ギ
リ
ス
は
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
英
印
財
政
協
定
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
リ
ン
グ
と
交
換
に
ル
ピ
ー
を
自
由
に
借
り
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
、
他
の
英
連
邦
諸
国
の
よ
う
に
民
間
投
資
を
売
却
し
て
ま
で
ル
ピ
ー
を
獲
得
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
は
イ

ン
ド
に
対
す
る
民
間
投
資
の
売
却
に
は
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
民
間
産
業
投
資
の
大
部
分
は
温
存
す
る
こ
と
が
で
き
、
戦
後
も
イ

ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
に
対
す
る
経
済
的
影
響
力
は
ぬ
き
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
植
民
地
支
配
の
第
一
の
柱
で
あ
る
財
政
機
構

を
通
じ
て
の
支
配
が
崩
れ
た
こ
と
は
、
イ
ン
ド
が
経
済
政
策
の
自
主
性
を
獲
得
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
民
間
部
門
で
イ
ギ
リ
ス
の
対
印
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投
資
が
大
き
な
経
済
力
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
的
支
配
力
は
弱
体
化
し
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に

戦
後
の
イ
ン
ド
の
経
済
開
発
に
お
い
て
は
国
家
の
経
済
活
動
の
分
野
が
飛
躍
的
に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
財
政
的
債
務
国
か

イ
ン
ド
は
大
戦
後
二
年
に
し
て
つ
い
に
政
治
的
独
立
を
達
成
す
る
が
、
イ
ン
ド
に
と
っ
て
第
二
次
大
戦
時
の
戦
時
財
政
は
杣
民
地
財

政
か
ら
の
脱
却
過
程
で
あ
っ
た
と
と
も
に
独
立
後
の
経
済
発
展
の
準
備
期
と
も
な
っ
た
。

１１６

ら
の
脱
却
の
意
義
は
大
き
い
。

へ

(6)（5）（4）（3）（2）（1）注
一

械
民
地
イ
ン
ド
の
財
政
機
構
に
つ
い
て
は
篠
原
章
「
械
民
地
下
イ
ン
ド
の
財
政
政
策
」
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
一
九
六
四
年
を
参
照
し
た
。

○
・
ｍ
．
』
口
含
ゴ
ロ
門
口
ご
巳
、
①
国
電
胃
二
匹
一
口
．
両
。
○
。
○
ョ
］
。
ｍ
〉
く
○
一
四
・
Ｆ
ｏ
ご
』
○
三
］
①
心
岸
も
ふ
い
心

篠
原
章
前
掲
書
三
四
ペ
ー
ジ

Ｎ
・
ン
．
シ
ゴ
ョ
画
２
℃
匡
匡
ざ
”
の
ぐ
の
．
こ
の
ゆ
ご
９
国
×
で
の
ご
島
冒
吋
の
言
崗
ご
ｇ
Ｐ
で
ト
ヨ

【
・
弓
．
の
ず
ゆ
ご
函
○
言
胃
冨
呂
煙
勺
い
く
切
さ
甸
庁
琴
の
ご
く
ゆ
筍
、
ｏ
再
言
い
蛍
』
の
②
吟
？
］
令
心

第
二
次
大
戦
後
の
経
済
開
発
に
お
け
る
国
家
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
低
開
発
国
の
財
政
」
第
二
節
（
現
代
財
政
学
体
系
第
四
巻
所

収
・
有
斐
閣
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。


